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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第35期

第３四半期累計期間
第36期

第３四半期累計期間
第35期

会計期間
自2022年４月１日
至2022年12月31日

自2023年４月１日
至2023年12月31日

自2022年４月１日
至2023年３月31日

売上高 （千円） 6,805,575 6,844,621 9,162,387

経常利益 （千円） 1,512,578 1,334,948 2,003,047

四半期（当期）純利益 （千円） 1,003,332 1,125,310 1,370,070

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 714,764 714,764 714,764

発行済株式総数 （株） 4,473,400 4,473,400 4,473,400

純資産額 （千円） 9,202,555 9,977,839 9,482,433

総資産額 （千円） 56,349,653 58,853,262 56,851,840

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 226.42 257.80 310.07

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） 223.60 253.62 305.92

１株当たり配当額 （円） － － 100

自己資本比率 （％） 16.3 17.0 16.7

 

回次
第35期

第３四半期会計期間
第36期

第３四半期会計期間

会計期間
自2022年10月１日
至2022年12月31日

自2023年10月１日
至2023年12月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 62.46 104.69

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、非連結子会社は存在しておりますが、利益基準及び利益剰余

金基準からみて重要性が乏しいため、また、関連会社が存在しないため、記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会

社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(１) 財政状態の状況

（資産）

当第３四半期会計期間の末日における流動資産は9,921,823千円となり、前事業年度末に比べ1,955,436千円増

加いたしました。これは主にホテル用途で賃貸していた物件など自社物件を２棟売却したことにより、現金及び

預金が1,965,805千円増加したことによるものであります。

固定資産は48,931,438千円となり、前事業年度末に比べ45,985千円増加いたしました。これは上記の物件売却

があった一方、自社物件を９棟取得したことなどにより、有形固定資産が62,475千円増加したことによるもので

あります。

以上の結果、当第３四半期会計期間の末日における資産合計は58,853,262千円となり、前事業年度末に比べ

2,001,422千円増加いたしました。

 

（負債）

当第３四半期会計期間の末日における流動負債は3,759,560千円となり、前事業年度末に比べ310,657千円増加

いたしました。これは主に１年内償還予定の社債が260,000千円減少した一方、未払法人税等が271,435千円増加

したこと、及び１年内返済予定の長期借入金が166,177千円増加したことによるものであります。

固定負債は45,115,861千円となり、前事業年度末に比べ1,195,358千円増加いたしました。これは主に、長期

借入金が1,330,163千円増加したことによるものであります。

　以上の結果、当第３四半期会計期間の末日における負債合計は48,875,422千円となり、前事業年度末に比べ

1,506,015千円増加いたしました。

 

（純資産）

　当第３四半期会計期間の末日における純資産合計は9,977,839千円となり、前事業年度末に比べ495,406千円増

加いたしました。これは主に自己株式の増加188,864千円及び配当金の支払437,150千円により純資産が減少した

一方で、四半期純利益を1,125,310千円計上したことによるものであります。
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(２) 経営成績の状況

　当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、社会活動が正常化したことによる経済活動の回復が一服し

て、一部足踏みがみられたものの、緩やかな回復が継続しております。一方で、海外経済の回復ペース鈍化の影

響によるわが国の経済への下押し圧力や、物価や賃金の上昇、金融政策の動向等については、引き続き注視が必

要な状況であります。

　当社はこのような環境の中、自社物件の取得を進め、当第３四半期累計期間においては自社物件を９棟（愛知

県３棟、福岡県２棟、熊本県１棟、京都府１棟、大阪府１棟、兵庫県１棟）取得しました。また、管理獲得のた

めの営業活動や需要が伸びているマンスリーマンション業務などに注力しましたが、前年同期の収益に大きく貢

献した不動産売買仲介案件と同様の大型案件はありませんでした。なお当第３四半期累計期間において、愛知県

及び京都府の自社物件計２棟を売却いたしました。

　以上の結果、当第３四半期累計期間の経営成績は売上高6,844,621千円（前年同期比0.6％増）、営業利益

1,574,866千円（同9.8％減）、経常利益1,334,948千円（同11.7％減）、四半期純利益1,125,310千円（同12.2％

増）となりました。

　セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

 

① 不動産管理事業

　不動産管理事業においては、管理収入が堅調に推移したことに加えて、社会活動の正常化によりマンスリー

マンションの需要が回復したことからマンスリー売上についても増加しましたが、前年同期に計上した大型不

動産売買案件の仲介収入の影響や、大規模改修工事の受注減少などから減収減益となりました。その結果、売

上高は2,675,317千円（前年同期比8.4％減）、営業利益は330,699千円（同49.7％減）となりました。

 

② 不動産賃貸事業

　不動産賃貸事業においては、当第３四半期累計期間に自社物件を９棟取得いたしました。当第３四半期累計

期間においては、これらの新たに取得した物件及び前事業年度に取得した物件が家賃収入の増加に寄与したこ

とにより、増収増益となりました。その結果、売上高は4,169,304千円（前年同期比7.3％増）、営業利益は

1,244,166千円（同14.4％増）となりました。

 

(３) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　当第３四半期累計期間において、当社の会計上の見積りの方法について重要な変更はありません。

 

(４) 経営方針・経営戦略等

　当第３四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

(５) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第３四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあ

りません。

 

(６) 研究開発活動

　該当事項はありません。

 

(７) 経営成績に重要な影響を与える要因

当第３四半期累計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因について重要な変更はありませ

ん。

 

(８) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社の資金需要は、自社物件の取得用資金であります。当社は、当該資金について、営業活動によるキャッ

シュ・フローの他、金融機関からの借入及び増資により調達しております。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 15,000,000

計 15,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2023年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（2024年２月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 4,473,400 4,473,400
東京証券取引所　　　

スタンダード市場

完全議決権株式であ
り、権利内容に何ら
限定のない当社にお
ける標準となる株式
であります。なお、
単元株式数は100株
であります。

計 4,473,400 4,473,400 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

2023年10月１日～

2023年12月31日
－ 4,473,400 － 714,764 － 797,166

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず記載する

ことができないことから、直前の基準日（2023年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

    2023年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 91,700 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,379,400 43,794

完全議決権株式であり、
権利内容に何ら限定のな
い当社における標準とな
る株式であります。な
お、単元株式数は100株
であります。

単元未満株式 普通株式 2,300 － －

発行済株式総数  4,473,400 － －

総株主の議決権  － 43,794 －

 

 

②【自己株式等】

    2023年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社長栄

京都市伏見区深草西

浦町三丁目70番地第

５長栄アストロビル

91,700 － 91,700 2.05

計 － 91,700 － 91,700 2.05

（注）当第３四半期会計期間末日現在における自己株式数は190,700株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、

4.26％）となっております。

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（2023年10月１日から2023年12

月31日まで）及び第３四半期累計期間（2023年４月１日から2023年12月31日まで）に係る四半期財務諸表について、

有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

　「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項によ

り、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集

団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいもの

として、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準　　　　　        0.8％

売上高基準　　　　        2.3％

利益基準　　　　　        2.3％

利益剰余金基準　　        4.2％
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

（2023年３月31日）
当第３四半期会計期間
（2023年12月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,436,931 9,402,736

売掛金 324,014 259,239

未成工事支出金 36,412 46,277

貯蔵品 20,060 14,631

その他 149,756 199,234

貸倒引当金 △787 △295

流動資産合計 7,966,387 9,921,823

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 24,516,138 24,959,528

土地 23,496,127 23,043,483

その他（純額） 547,643 619,372

有形固定資産合計 48,559,909 48,622,384

無形固定資産 51,467 33,065

投資その他の資産   

その他 280,375 283,744

貸倒引当金 △6,300 △7,756

投資その他の資産合計 274,075 275,988

固定資産合計 48,885,452 48,931,438

資産合計 56,851,840 58,853,262

負債の部   

流動負債   

買掛金 242,088 195,552

１年内償還予定の社債 260,000 －

１年内返済予定の長期借入金 1,639,438 1,805,616

未払法人税等 68,151 339,586

賞与引当金 78,770 40,386

その他 1,160,454 1,378,418

流動負債合計 3,448,903 3,759,560

固定負債   

長期借入金 40,247,139 41,577,302

役員退職慰労引当金 996,836 1,015,598

資産除去債務 424,084 426,073

その他 2,252,444 2,096,886

固定負債合計 43,920,503 45,115,861

負債合計 47,369,406 48,875,422

純資産の部   

株主資本   

資本金 714,764 714,764

資本剰余金 797,166 797,166

利益剰余金 8,151,872 8,836,142

自己株式 △181,369 △370,233

株主資本合計 9,482,433 9,977,839

純資産合計 9,482,433 9,977,839

負債純資産合計 56,851,840 58,853,262
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期累計期間
（自　2022年４月１日
至　2022年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　2023年４月１日
至　2023年12月31日）

売上高 6,805,575 6,844,621

売上原価 4,168,006 4,242,888

売上総利益 2,637,568 2,601,733

販売費及び一般管理費 892,042 1,026,867

営業利益 1,745,526 1,574,866

営業外収益   

受取利息 7 11

受取配当金 12,524 10,604

受取手数料 70,293 64,459

受取保険金 22,058 24,234

経営指導料 34,220 34,220

その他 11,156 15,591

営業外収益合計 150,260 149,122

営業外費用   

支払利息 379,355 386,992

その他 3,852 2,047

営業外費用合計 383,208 389,040

経常利益 1,512,578 1,334,948

特別利益   

固定資産売却益 2,743 373,889

特別利益合計 2,743 373,889

特別損失   

固定資産売却損 14 5

固定資産除却損 1,986 1,228

特別損失合計 2,000 1,234

税引前四半期純利益 1,513,321 1,707,603

法人税等 509,989 582,292

四半期純利益 1,003,332 1,125,310
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【注記事項】

（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間
（自　2022年４月１日
至　2022年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　2023年４月１日
至　2023年12月31日）

減価償却費 973,465千円 1,046,249千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年12月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年６月29日

定時株主総会
普通株式 468,961 105 2022年３月31日 2022年６月30日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年12月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2023年６月29日

定時株主総会
普通株式 437,150 100 2023年３月31日 2023年６月30日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    （単位：千円）

 報告セグメント

調整額

四半期

損益計算書

計上額

（注）２ 不動産管理事業 不動産賃貸事業 計

顧客との契約から生じる収益      

管理収入 1,109,018 － 1,109,018 － 1,109,018

工事売上 1,120,886 － 1,120,886 － 1,120,886

その他の売上　（注）１ 571,208 186,326 757,534 － 757,534

計 2,801,113 186,326 2,987,439 － 2,987,439

その他の収益      

家賃収入、マンスリー売上等 119,428 3,698,706 3,818,135 － 3,818,135

計 119,428 3,698,706 3,818,135 － 3,818,135

外部顧客への売上高 2,920,542 3,885,033 6,805,575 － 6,805,575

セグメント間の内部売上高又は振替高 415,927 89,108 505,036 △505,036 －

計 3,336,470 3,974,142 7,310,612 △505,036 6,805,575

セグメント利益 657,976 1,087,550 1,745,526 － 1,745,526

（注）１．不動産管理事業のその他の売上の内容は、仲介収入、業務委託収入、会費収入、手数料収入等であります。

また、不動産賃貸事業のその他の売上の内容は、家賃収入（水道料）、コインパーキング収入等でありま

す。

２．セグメント利益の合計は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。
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Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    （単位：千円）

 報告セグメント

調整額

四半期

損益計算書

計上額

（注）２ 不動産管理事業 不動産賃貸事業 計

顧客との契約から生じる収益      

管理収入 1,131,848 － 1,131,848 － 1,131,848

工事売上 1,076,435 － 1,076,435 － 1,076,435

その他の売上　（注）１ 315,339 194,286 509,625 － 509,625

計 2,523,623 194,286 2,717,909 － 2,717,909

その他の収益      

家賃収入、マンスリー売上等 151,693 3,975,018 4,126,712 － 4,126,712

計 151,693 3,975,018 4,126,712 － 4,126,712

外部顧客への売上高 2,675,317 4,169,304 6,844,621 － 6,844,621

セグメント間の内部売上高又は振替高 406,009 97,546 503,556 △503,556 －

計 3,081,326 4,266,851 7,348,177 △503,556 6,844,621

セグメント利益 330,699 1,244,166 1,574,866 － 1,574,866

（注）１．不動産管理事業のその他の売上の内容は、仲介収入、業務委託収入、会費収入、手数料収入等であります。

また、不動産賃貸事業のその他の売上の内容は、家賃収入（水道料）、コインパーキング収入等でありま

す。

２．セグメント利益の合計は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

 

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下

のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間
（自　2022年４月１日
至　2022年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　2023年４月１日
至　2023年12月31日）

（１）１株当たり四半期純利益 226円42銭 257円80銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益（千円） 1,003,332 1,125,310

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 1,003,332 1,125,310

普通株式の期中平均株式数（株） 4,431,205 4,365,046

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 223円60銭 253円62銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 56,026 72,030

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前事業年度末から重要な変動があったものの概

要

－ －

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社長栄(E37141)

四半期報告書

13/16



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2024年２月９日

株式会社長栄

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

京都事務所

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 羽津　隆弘

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 松川　正希

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社長栄の

2023年４月１日から2024年３月31日までの第36期事業年度の第３四半期会計期間（2023年10月１日から2023年12月31日ま

で）及び第３四半期累計期間（2023年４月１日から2023年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借

対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社長栄の2023年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３

四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人

としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断してい

る。

 

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する

事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

　・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において
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四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論

は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし

て存続できなくなる可能性がある。

　・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に

準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

 

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 
  
　（注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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